
 

 

平成 30 年 7月４日 
 （通算第 316 号） 

問い合わせ先  
長野県庁園芸畜産課 
電話 026-235-7232 

 

 

 

人の往来や物流も盛んである近隣国で、家畜伝染病の発生が確認されていること

から、我が国へのウイルスの侵入リスクは高い状況が続いています。 

引き続き、 飼養衛生管理基準を遵守 し、農場へのウイルス侵入防止対策の

徹底をお願いします。 

 

 

 

 

 

 今夏の気象状況について、気象庁が 6 月 25 日に発表した「関東甲信地方 3 か月

予報」（7 月～9 月）では、平均気温は「高い」と見込まれています。 

家畜の生産性を維持・向上するため、暑熱対策に取り組みましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
  

 

家畜伝染病 発生時期 発生国 

口蹄疫 平成 30 年１月～６月 韓国、中国、モンゴル 

高病原性鳥インフルエンザ 平成 30 年１月～６月 韓国、中国、台湾等 

家畜保健衛生所 電話番号 家畜保健衛生所 電話番号 家畜保健衛生所 電話番号 
佐久 0267-62-4123 飯田 0265-53-0439 長野 026-226-0923 
伊那 0265-72-2782 松本 0263-47-3223 県庁園芸畜産課 026-235-7232 

 
 

☆家畜の体感温度の低下に努めましょう。 

 飼育密度の緩和 

 畜体等への送風・散水・散霧 

☆畜舎環境の改善に努めましょう。 

 換気扇、扇風機等による送風 

 遮光ネット、よしず、寒冷紗等による日除け 

 屋根へ消石灰や断熱塗料の塗布、散水を行った断熱・冷却 

☆飼料給与について 

 良質で消化率の高い飼料、ビタミンやミネラルの給与 

 給水機の清掃や点検をしながら、常に新鮮な水が飲める環境 

☆健康悪化の兆候がないか等、家畜の健康状態をよく把握して、 

快適性に配慮した飼育管理に努めましょう。 

 

 

近隣国で口蹄疫・高病原性鳥ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞが発生しています！ 
飼養衛生管理基準の遵守の徹底をお願いします！ 

対策のポイント 

    

暑熱対策に取り組みましょう！ 

 

 

  

台湾では、高病原性鳥インフルエンザが平成 28年 11 月から連続して毎月発生しています。 

異状の通報はこちらへ 


